
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の概要

保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金
を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずる。

平成3０年４月１日

１．事業主拠出金の率の上限の引上げ
○ 一般事業主から徴収する拠出金率の上限を0.25%から0.45%に引き上げる。

２．事業主拠出金の充当対象の拡大
○ 「子育て安心プラン」に基づき増加する保育の運営費（０歳～２歳児相当分）に拠出金を充てることを可能と
する観点から、事業主拠出金の充当対象に子どものための教育・保育給付の費用（０歳～２歳児相当分に限る）
を加える。

３．待機児童解消等の取組の支援
○ 市区町村の待機児童解消等の取組を支援するため、都道府県は関係市区町村等との協議会を組織できるものと
するとともに、国は市区町村が行う保育の量的拡充及び質の向上を図る事業に対して支援できるものとする。

※ １～３のほか、特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）において、年金特別会計の子ども・子育て支援
勘定の歳出項目に子どものための教育・保育給付を追加する等の所要の改正を行う。
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